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■長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対応について 

 

令和６年１０月から後発医薬品（ジェネリック）があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、

先発医薬品と後発医薬品の価格差の４分の１相当の特別料金を選定療養費として患者様に請求しま

す。 

ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、選定療養費の対象

外となります。 

※選定療養の対象医薬品については【長】を含む名称が表示されています。 

 

＜選定療養の入力方法（先発医薬品を患者様が希望する場合）＞ 

 

＜手順＞ ※院内・院外処方共通 

医薬品コードの直下に「099209909 【先発医薬品患者希望】」を入力します。 

 

 

 

 

院内処方の場合、選定療養費分は「自費分」に計上されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公費負担がある場合も選定療養の対象となります。 

 

 

長期収載品の選定療養の対象外の医薬品に対して【先発医薬品患者希望】を入力 

すると、下図のようなエラーメッセージが表示されます。 
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※補足 

 

診療行為一覧選択サブ画面で医薬品の名称の末尾に“（選）“が付いている 

長期収載品の選定療養に係る専用マスタを用いた入力方法もありますが、 

現段階で公開されている専用マスタには未対応のものがある為、 

医薬品の名称の末尾に“（選）“がついているものは使用しないようにお願い致します。 

  

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（選）がついている 

マスタは使わない 
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＜保険給付の入力方法（医療上の必要がある場合）＞ 

＜院内処方の場合＞ 

医薬品に対してレセプト記載のコメントが必要です。 

１．入力コード欄に「//s」または「//S」と入力し Ｅｎｔｅｒ を押すとコメント選択画面 

が表示されます。 

 

 

 

２．該当するコメントを選択し、 確定（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜院外処方の場合＞ 

保険給付とするため、「後発変更不可」の指示が必要です。 

１． 医薬品コードの直下に「099209903 【後発変更不可】」を入力します。 

 

 

 

 

２．入力コード欄に「//s」または「//S」と入力し Ｅｎｔｅｒ を押すと診療行為一覧選択 

  サブ画面からコメントを選択できます。 

３．該当するコメントを選択し、 確定（Ｆ１２） を押します。 
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※注意 

選択式コメント未入力時は下記エラーが表示されますので、 閉じる を押して 

必要な選択式コメントを入力して下さい。 

 

 

 

 

 

 

＜レセプト表示例＞ 
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選定療養に伴う処方箋等の様式変更について 

 

処方箋の様式が変更になりました。 「変更不可」欄の隣に「患者希望」欄が追加されました。患者希

望の指示をした場合は該当医薬品について「×」を記載します。 

 

処方箋 選定療養の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処方箋 医療上必要（選定療養対象外）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者希望欄に「×」がつきます 

変更不可欄に「×」がつきます 
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領収書 院内処方の場合の印字例 

※医療機関様によって使用されている領収書の様式は異なります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療費明細書 院内処方の場合の印字例 

※医療機関様によって使用されている領収書の様式は異なります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


